	
	「連合の政治方針」改訂(2003年10月17日)

１．連合の政治理念と政治的役割 
(1)政治理念
[1]

　連合は、主権在民、基本的人権の尊重、恒久平和を基調とする日本国憲法の理念にそい、自由、平等、公正で平和な社会の実現に努力する。

[2]

　連合は、左右の全体主義を排し、人権と民主主義を護り、民意が適正に反映される健全な議会制民主主義が機能する透明で公正な政治の実現をめざす。

[3]

　連合は、市場経済体制のもとで、社会的連帯を基調に、人間優先のゆとりある生活ならびに活力ある高度福祉社会の実現をめざすとともに、国民と連携して、つねに社会正義を追求する。

[4]

　連合は、国際協調を基本に世界諸国との共存共栄のために努力し、国際政治・経済・社会の発展、地球環境保全、世界の恒久平和に貢献する。

(2)期待する政治 

[1]

　「ゆとり・豊かさ・社会的公正」の実現のために公共（国民）利益を優先し、政治、経済、社会の構造改革ができる政治。

[2]

　日本の安全保障の確保、国際経済摩擦の解消、世界の構造変化への対応はもとより、世界の平和・軍縮、人権、環境、南北問題など、国境をこえた人類的テーマをもって国際貢献することを基本に、現実の国際政治に対応し、主体的な外交が推進できる政治。

[3]

　広く国民に開かれた民主的な党運営と国民の政治参加を推進する、自己改革力をもった清新な政党・政治勢力を基軸とした政治。

[4]

　経済産業優先を改め生活優先の社会をめざし、持続可能な経済社会システムの形成と勤労者・生活者の雇用とくらしを重視する政治。

[5]

　中央集権型システムを改革し、幅広い住民参加にもとづく地方分権型社会への移行を推進できる政治。

(3)政治的役割とその位置づけ

[1]

　勤労者・国民を代表する組織体として、国民の合意形成の中心的役割を担う。

[2]

勤労者の生活と権利を守ることを基本に、「連合の進路」を基本とした政治を推進し、個別利益追求型の政治を排し公共利益にたった政治を実現するため、期待する政権の成立・維持を労働組合の立場で支援する。

[3]

日本の政治、経済、社会の改革を、連合の策定した「日本の進路」を踏まえつつマクロ的視点から追求するとともに、政策・制度要求の実現に向けた取り組みを行う。

２．国の基本政策に関する連合の態度
　連合の政治理念は上記の通りであるが、安全保障問題など国の基本政策については、国際社会の現実とわが国の置かれている立場を直視し、国民生活の安定はもとより、アジア・太平洋、中近東地域の安定および世界の平和と繁栄の実現をめざし、当面以下の態度をとる。

(1)新たな世界情勢の中で
　いま、世界は東西冷戦終結以降、経済的グローバル化が進展、特にアジア・北米・欧州地域を基軸とする経済圏が形成されつつあり、21世紀初頭の新世界秩序の構築が模索されている。
また、アメリカで発生した同時多発テロ、アフガニスタン紛争やイラク戦争、パレスチナ問題、さらには宗教対立や領土問題、民族紛争等が多発しており、世界の平和維持が共通課題になっている。

(2)国の基本政策の視点
　こうしたグローバル化が進展した「世界の現実」の中で、わが国の「国の基本政策」は、従来の外交・防衛政策のみの視点だけではなく、経済的グローバル化のなかで、わが国の経済再生を果たしていくためにも、わが国の経済社会のあり方も、「国の基本政策」の重要課題の一つとして位置づけていく。

(3)国民的論議とコンセンサスを

[1]

　わが国の外交・防衛政策については、イデオロギー的発想から脱し、わが国を取り巻く情勢を的確にとらえつつ、国土と国民の安全を確保する視点で国民的論議を起こし、国民的コンセンサスづくりに努める。

[2]

　防衛論議は、従来のあいまいで具体性のない防衛論議から、国民の権利と義務との関係および民主主義のルール遵守を前提に、平時対応・周辺事態対応・有事体制の区分のなかで、国民的論議を行えるよう努める。

[3]

　わが国の経済社会のあり方については、日本経済の再生・活性化を念頭に、公正・公平なルールの確立を前提として、わが国の国民生活に寄与できる国民的合意形成に努力する。

(4)憲法問題について

[1]

　われわれは、憲法論議を否定するものではない。
　われわれは、憲法の平和主義、主権在民、基本的人権の尊重の三大原則を重視し、その貫徹を期す。

[2]

　わが国の国民世論動向の現状は、グローバル化の進展や国際情勢の変化、環境問題、情報公開等の理由から、憲法論議への関心は高まってきている。しかし、まだ論議自体が国民的な広がりを見せておらず未成熟なため、現状では憲法改正を俎上に乗せることは、時期尚早と判断する。

[3]

　したがって、憲法制定当時想定しえなかった問題については、個別に法制化していく。

(5)わが国の外交・防衛のあり方について
　日本国憲法の遵守、国連中心主義による外交努力を基本に、アジア諸国との連携に基づくアジア・太平洋地域の安定および世界平和の実現に向けて、積極的役割を果たす。

[1]

　新しい世界秩序形成は、国連中心主義に立ち、国連をはじめとする国際機関を軸として構想すべきであり、わが国は国連等にいままで以上に積極的に協力する。

[2]

　日米関係について
　日米関係については、長年培ってきた相互信頼関係に基づき、今後も相互受益を目指し、維持強化する。特に、日米安保条約における軍事的側面にとどまらず、日米経済関係に着目した日米経済安全保障の強化をはかる。

[3]

　日米安保条約について
　日米安保条約がこれまで果たしてきた役割を評価しつつ、日米関係を重視する立場から、今後も維持する。
　一方で、著しく沖縄に偏った基地提供のあり方や日米地位協定の見直し等、その速やかな是正は、国民的課題である。

[4]

自衛隊について
　国際ルールとして、自衛権は独立国家の固有の権利である ことを確認する。
　自衛隊は、専守防衛、徹底したシビリアンコントロール、非核三原則、を前提としてこれを認め、今後のあり方として、縮小の方向を指向する。
　また、憲法を補完する立場から「安全保障基本法（仮称）」の制定をめざす。

(6)日本の米軍基地のあり方について

[1]

　「日米安保体制」と「日本の米軍基地」の存在という関係については、基本姿勢として日米安保の役割を評価し、日米安保を基軸としたうえで「日本の米軍基地」の整理・縮小をめざしていく。 

[2]

　特殊事情にある沖縄の状況を十分に踏まえ、日本全体での沖縄の痛みの分かちあい（沖縄の過重な負担の軽減）するため、国と県の十分な意思疎通（沖縄に対する特別配慮）を講じ、国民全体の問題として考えていく。

[3]

　米軍基地問題の解消をめざし、基地の整理・縮小、日米地位協定の見直しについての具体的履行とそれに伴う跡地利用策と、雇用対策の確保を政府に求めていく。

[4]

　とりわけ沖縄においては、将来希望のもてる対応策として、「国際都市形成構想」等、産業振興策の推進とその確保を政府に求めていく。

(7)平和・核・軍縮のあり方について

　世界の軍縮をめざし、核兵器廃絶および臨界前核実験を含む全ての核実験の禁止、生物・化学兵器の全廃、対人地雷の撤去および製造・輸出の全面禁止に向けて、わが国は積極的な役割を果たす。


(8)わが国の経済社会のあり方について

　わが国は、グローバル化の進展や、少子高齢化、ＩＴ（情報技術）化が進行するなかで、雇用の安定を確保しつつ、環境、資源・エネルギー、南北問題などの地球的課題に挑戦し、国際経済とも調和した、持続可能な成長を、秩序ある市場経済のもとで追求していかなければならない。
　公正なルールとセイフティーネットのない市場経済は、いたずらに混乱を引き起こす。とりわけ、国際競争力を強化し資本の論理のみに傾斜した市場原理至上主義に立脚した市場経済論は、格差を拡大し、弱者を疎外する。市場の失敗を補完・補正しうる内外の経済的・社会的枠組みを確立することが不可欠である。
　国際経済面では、ＷＴＯを軸に、透明性の高い市場システムのもとで、公正な貿易と投資のルールを確立し、各国経済の発展に寄与すべきである。この国際貿易や投資を律するルールについては、労働基本権や基本的人権など、国際的に普遍的な労働に関する原則が包含されるべきであることは論をまたない。また、市場の弊害、とりわけ国際金融におけるヘッジファンドなどの投機的取引による経済の攪乱を防止し、通貨と経済の安定を維持するための有効な対策が、不可欠である。
　こうした経済システムの上に、活力ある高度福祉社会、環境と調和した経済、参加型の連帯社会を築き上げていかなければならない。


３．われわれの求める政権の樹立、定着、発展
(1)政権交代のある政治の実現

　国民主権に基づく政治、明確な政策と実行力を持つリーダーシップの豊かな政治、癒着のないクリーンな政治を実現し、国民が信頼できる政治を行わなければならない。そのためには政権交代のある政治の実現が不可欠である。
　連合は、このため、政権を担いうる新しい政治勢力の結集に努力し、究極的には二大政党的体制の確立をめざす。
　しかし、政界再編成や政権構想の確立などは、あくまで政党及び政治家自らが責任をもって行うべきであり、連合は勤労者・市民の立場に立った政治勢力を拡大するため、その基盤形成を主体的判断に基づいて推進する。
(2)われわれの求める政治勢力

　われわれの求める新しい政治勢力は、上記「１．連合の政治理念と政治的役割」に賛同するとともに、「連合の進路」、「日本の進路」、「運動方針」、「政策・制度要求と提言」など、連合の政治理念や政策の基調を共有し、その実現に向けて協働できる勢力である。また、不断の自己改革に努め、癒着と利権による政治を否定する勢力である。連合は、連合と「目的と政策・要求の一致」する政治勢力の最大限の結集をはかる。

(3)われわれの求める政権の樹立、定着、発展

　 連合は、われわれの求める政治勢力による政権の樹立、定着、発展に協力する。そのため、協力・協調関係にある政治家を支援するとともに、各界各層の有識者と広く連携し、新しい政治家、将来政治家として嘱望される人材の発掘、養成などに取り組み、われわれの求める政治勢力の基盤づくりに協力する。また、各種選挙に積極的に取り組む。


４．労働組合の政治活動と政党との関係
(1)労働組合の政治活動

[1]

　労働組合の基本的目的である「雇用と生活の安定」を実現するためには、企業内の労働条件改善の活動に併せ、国・地方の政策・制度の改善・改革をめざした政治活動への取り組みが不可欠である。 

[2]

　労働組合は、自主的な判断と意思にもとづき政治活動を行い、使用者・政党などの外部からの介入を許さない。また、労働組合運動の基本原則である「自由にして民主的」を基本に、民主主義のルールにもとづいて取り組む。

[3]

　連合および構成組織は、勤労者の雇用と生活の安定、世界平和の実現、民主主義の擁護、国際貢献に役割を果たす。このため、政治、経済、社会的諸課題の解決と諸条件の改善に向けた改革を国会および政府・地方自治体、政党などに働きかけ、目標を実現する。活動にあたり、協力・協調関係にある政党および政治家との協力関係の強化、求める政治勢力の発展をめざしての選挙への取り組み、組合員の政治意識を高めるための政治教育が重要である。

[4]

　政策・制度要求の実現に向けては、審議会等の政府・地方自治体の諮問機関への参加、協力・協調政党および政治家と連携した院内外の活動、世論喚起、大衆行動などを行う。取り組みに際しては市民グループや諸団体との連携を強める。また、情報公開法制定および市民による行政サービス監査委員制度導入を推進し、政策の実施状況の点検活動を行う。

[5]

　組合員は、連合の政治理念や政策の基調を共有しその実現に向けて協働できる政党および政治家の躍進のために、選挙活動・個人献金・カンパなどに積極的に参加する。また、自主的に政治家の後援会や党員・党友として参加し、日常的に政治活動をおこなうことが期待される。

(2)政党との関係

[1]

　労働組合と政党とは、性格と機能を異にし、相互に独立・不介入の関係にある。 

[2]

　連合は、政策・制度要求の実現のために、政党および政治家への働きかけを行う。

[3]

　連合は、上記[1]の原則のもとに、「ゆとり・豊かさ・社会的公正」の実現に努力する労働組合にとって望ましい政党および政治家を支援し、選挙協力をすすめる。

[4]

　連合および構成組織は、「連合の進路」、「日本の進路」、「政治方針」、「運動方針」、「政策・制度要求と提言」など、連合の政治理念や政策の基調を共有し、その実現に向けて協働できる政党および政治家と協力関係をもつ。その場合の関係は、固定的な支持関係ではなく、政治理念・政策重視による協力・協調関係とし、政党との関係は大会で決定する運動方針の中で位置付ける。さらに具体的な支援協力は、選挙対応方針等で明確にする。
[5]

　政治家との関係は、政策実現の観点からとくに政党を特定せず、目的と政策・要求の一致、政治家としての資質などを考慮し、協力関係を持つ。
(3)選挙活動と推薦基準

[1]

　選挙活動
連合は、「ゆとり・豊かさ・社会的公正」の実現と生活者・勤労者を重視する政治への転換をめざし、われわれの求める新しい政権と政治勢力の樹立、定着、発展に協力する立場で選挙活動に取り組む。

[2]

　推薦基準 

1)

推薦の範囲

(a)

参議院議員、衆議院議員ならびに都道府県・指定都市の首長選挙における候補者については、連合本部・機関が推薦を決定する。

(b) 

上記選挙以外の候補者の推薦については、各地方連合会の機関で決める。

2) 

推薦基準

(a)

「連合の進路」、「運動方針」、「政治方針」、「政策・制度要求と提言」など、連合の政治理念や政策の基調を共有し、その実現に向けて協働する立場で活動をしてきた候補者、または、活動しうると判断できる候補者を選択する。

(b) 

人格、識見、行動が、連合の推薦候補者としてふさわしいと判断される候補者を選択する。

(c) 

推薦にあたっては、政策協定を締結する候補者であることを要件とする。

3)

推薦手続き等
別に定める「推薦要綱」に基づき対応する。
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